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○
環
境
省
令
第
一
号 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
及
び
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
年
二
月
二
日 

環
境
大
臣 

中
川 

雅
治 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
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を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。
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○ 
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
）
（
抄
） 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 
 

前 

（
一
般
廃
棄
物
の
再
生
利
用
の
認
定
の
申
請
に
係
る
書
類
） 

第
六
条
の
六
の
二 
法
第
九
条
の
八
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一
～
九 

（
略
） 

十 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の

五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に

相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
株
主
又
は
者
の
氏

名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
当
該
株
主
の
有
す
る
株
式
の
数
又
は
当
該
者
の

な
し
た
出
資
の
金
額
を
記
載
し
た
書
類 

十
一
～
二
十
一 

（
略
） 

（
一
般
廃
棄
物
の
再
生
利
用
の
認
定
の
申
請
に
係
る
書
類
） 

第
六
条
の
六
の
二 

法
第
九
条
の
八
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一
～
九 

（
略
） 

十 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
み
株
式
総
数
の
百
分

の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額

に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
株
主
又
は
者
の

氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
当
該
株
主
の
有
す
る
株
式
の
数
又
は
当
該
者

の
な
し
た
出
資
の
金
額
を
記
載
し
た
書
類 

十
一
～
二
十
一 

（
略
） 

（
再
生
利
用
の
用
に
供
す
る
施
設
の
軽
微
な
変
更
等
の
届
出
） 

第
六
条
の
八 

法
第
九
条
の
八
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
当
該

変
更
の
日
か
ら
十
日
（
法
人
で
次
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
登
記
事
項
証
明

書
を
添
付
す
べ
き
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
十
日
）
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一
～
五 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

（
再
生
利
用
の
用
に
供
す
る
施
設
の
軽
微
な
変
更
等
の
届
出
） 

第
六
条
の
八 

法
第
九
条
の
八
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
当
該

変
更
の
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
環

境
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

  
一
～
五 

（
略
） 

２ 
（
略
） 
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（
変
更
の
届
出
） 

第
六
条
の
二
十
一
の
二 

法
第
九
条
の
九
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出

は
、
当
該
変
更
の
日
か
ら
十
日
（
法
人
で
次
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
事
項
証

明
書
を
添
付
す
べ
き
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
十
日
）
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一
～
五 

（
略
） 

２ 

当
該
認
定
に
係
る
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
変
更
を
し
た
場
合
に
お
け

る
前
項
の
届
出
書
に
は
、
当
該
変
更
に
係
る
第
六
条
の
十
八
各
号
に
掲
げ
る

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
変
更
の
届
出
） 

第
六
条
の
二
十
一
の
二 

法
第
九
条
の
九
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出

は
、
当
該
変
更
の
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届

出
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

  

一
～
五 

（
略
） 

２ 

当
該
認
定
に
係
る
処
理
の
用
に
供
す
る
施
設
の
変
更
を
し
た
場
合
に
お
け

る
前
項
の
届
出
書
に
は
、
令
第
五
条
の
九
に
規
定
す
る
認
定
証
及
び
当
該
変

更
に
係
る
第
六
条
の
十
八
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
変
更
の
届
出
） 

第
六
条
の
二
十
四
の
九 

（
略
） 

２ 

法
第
九
条
の
十
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
当
該
変
更
の
日

か
ら
十
日
（
法
人
で
次
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
登
記
事
項
証

明
書
を
添
付
す
べ
き
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
十
日
）
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一
～
五 

（
略
） 

３
～
５ 

（
略
） 

（
変
更
の
届
出
） 

第
六
条
の
二
十
四
の
九 

（
略
） 

２ 

法
第
九
条
の
十
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
当
該
変
更
の
日

か
ら
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
環
境
大
臣
に

提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

一
～
五 

（
略
） 

３
～
５ 

（
略
） 

（
管
理
票
交
付
者
の
報
告
書
） 

第
八
条
の
二
十
七 

法
第
十
二
条
の
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
票
に
関
す

る
報
告
書
は
、
産
業
廃
棄
物
を
排
出
す
る
事
業
場
（
同
一
の
都
道
府
県
（
地

方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九

（
管
理
票
交
付
者
の
報
告
書
） 

第
八
条
の
二
十
七 

法
第
十
二
条
の
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
票
に
関
す

る
報
告
書
は
、
産
業
廃
棄
物
を
排
出
す
る
事
業
場
（
同
一
の
都
道
府
県
（
地

方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
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第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
若
し
く
は
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二

第
一
項
に
規
定
す
る
中
核
市
又
は
大
牟
田
市
に
あ
つ
て
は
、
市
）
の
区
域
内

に
設
置
が
短
期
間
で
あ
り
、
又
は
所
在
地
が
一
定
し
な
い
事
業
場
が
二
以
上

あ
る
場
合
に
は
、
当
該
二
以
上
の
事
業
場
を
一
の
事
業
場
と
す
る
。
）
ご
と

に
、
毎
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
そ
の
年
の
三
月
三
十
一
日
以
前
の
一
年
間

に
お
い
て
交
付
し
た
管
理
票
の
交
付
等
の
状
況
に
関
し
、
様
式
第
三
号
に
よ

り
作
成
し
、
当
該
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す

る
も
の
と
す
る
。 

第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
若
し
く
は
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二

第
一
項
に
規
定
す
る
中
核
市
又
は
呉
市
、
大
牟
田
市
若
し
く
は
佐
世
保
市
に

あ
つ
て
は
、
市
）
の
区
域
内
に
設
置
が
短
期
間
で
あ
り
、
又
は
所
在
地
が
一

定
し
な
い
事
業
場
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
二
以
上
の
事
業
場
を
一

の
事
業
場
と
す
る
。
）
ご
と
に
、
毎
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
そ
の
年
の
三

月
三
十
一
日
以
前
の
一
年
間
に
お
い
て
交
付
し
た
管
理
票
の
交
付
等
の
状
況

に
関
し
、
様
式
第
三
号
に
よ
り
作
成
し
、
当
該
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
実
施
に
関
し
優
れ
た
能
力
及
び
実
績
を
有
す

る
者
の
基
準
） 

第
九
条
の
三 

令
第
六
条
の
九
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
、
当
該
許
可
の
更

新
の
申
請
の
日
前
六
月
間
（
申
請
者
が
令
第
六
条
の
九
第
二
号
に
掲
げ
る

者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
従
前
の
法
第
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け

た
日
か
ら
当
該
申
請
の
日
ま
で
の
間
）
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る

方
法
に
よ
り
公
表
し
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ

に
従
つ
て
更
新
し
て
い
る
こ
と
。 

公
表
事
項 

更
新
す
べ
き
場
合 

イ
～
へ 

（
略
） 

（
略
） 

（
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
実
施
に
関
し
優
れ
た
能
力
及
び
実
績
を
有
す

る
者
の
基
準
） 

第
九
条
の
三 

令
第
六
条
の
九
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
、
当
該
許
可
の
更

新
の
申
請
の
日
前
六
月
間
（
申
請
者
が
令
第
六
条
の
九
第
二
号
に
掲
げ
る

者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
従
前
の
法
第
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け

た
日
か
ら
当
該
申
請
の
日
ま
で
の
間
）
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る

方
法
に
よ
り
公
表
し
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ

に
従
つ
て
更
新
し
て
い
る
こ
と
。 

公
表
事
項 

更
新
す
べ
き
場
合 

イ
～
へ 
（
略
） 

（
略
） 
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ト 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
三

年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
、
損

益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
個

別
注
記
表 

少
な
く
と
も
定
時
株

主
総
会
で
承
認
を
受

け
、
又
は
報
告
さ
れ

た
都
度 

チ
～
ヌ 

（
略
） 

（
略
） 

三
～
八 

（
略
） 

ト 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
三

年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
、
損

益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
個

別
注
記
表 

一
年
に
一
回
以
上 

チ
～
ヌ 

（
略
） 

（
略
） 

三
～
八 

（
略
） 

 

（
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
実
施
に
関
し
優
れ
た
能
力
及
び
実
績
を
有
す
る
者

の
基
準
） 

第
十
条
の
四
の
二 

令
第
六
条
の
十
一
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
、
当
該
許
可
の
更

新
の
申
請
の
日
前
六
月
間
（
申
請
者
が
令
第
六
条
の
十
一
第
二
号
に
掲
げ

る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
従
前
の
法
第
十
四
条
第
六
項
の
許
可
を
受

け
た
日
か
ら
当
該
申
請
の
日
ま
で
の
間
）
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す

る
方
法
に
よ
り
公
表
し
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ

ろ
に
従
つ
て
更
新
し
て
い
る
こ
と
。 

公
表
事
項 

更
新
す
べ
き
場
合 

イ
～
ヌ 

（
略
） 

（
略
） 

ル 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
三

年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
、
損

少
な
く
と
も
定
時
株

主
総
会
で
承
認
を
受

（
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
実
施
に
関
し
優
れ
た
能
力
及
び
実
績
を
有
す
る
者

の
基
準
） 

第
十
条
の
四
の
二 

令
第
六
条
の
十
一
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
、
当
該
許
可
の
更

新
の
申
請
の
日
前
六
月
間
（
申
請
者
が
令
第
六
条
の
十
一
第
二
号
に
掲
げ

る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
従
前
の
法
第
十
四
条
第
六
項
の
許
可
を
受

け
た
日
か
ら
当
該
申
請
の
日
ま
で
の
間
）
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す

る
方
法
に
よ
り
公
表
し
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ

ろ
に
従
つ
て
更
新
し
て
い
る
こ
と
。 

公
表
事
項 

更
新
す
べ
き
場
合 

イ
～
ヌ 

（
略
） 

（
略
） 

ル 
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
三

年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
、
損

一
年
に
一
回
以
上 
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益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
個

別
注
記
表 

け
、
又
は
報
告
さ
れ

た
都
度 

ヲ
～
カ 
（
略
） 

（
略
） 

三
～
八 
（
略
） 

益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
個

別
注
記
表 

ヲ
～
カ 

（
略
） 

（
略
） 

三
～
八 

（
略
） 

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
実
施
に
関
し
優
れ
た
能
力
及
び
実
績

を
有
す
る
者
の
基
準
） 

第
十
条
の
十
二
の
二 

令
第
六
条
の
十
三
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
、
当
該
許
可
の
更

新
の
申
請
の
日
前
六
月
間
（
申
請
者
が
令
第
六
条
の
十
三
第
二
号
に
掲
げ

る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
従
前
の
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
許
可

を
受
け
た
日
か
ら
当
該
申
請
の
日
ま
で
の
間
）
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
し
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

と
こ
ろ
に
従
つ
て
更
新
し
て
い
る
こ
と
。 

公
表
事
項 

更
新
す
べ
き
場
合 

イ
～
へ 

（
略
） 

（
略
） 

ト 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
三

年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
、
損

益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
個

別
注
記
表 

少
な
く
と
も
定
時
株

主
総
会
で
承
認
を
受

け
、
又
は
報
告
さ
れ

た
都
度 

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
実
施
に
関
し
優
れ
た
能
力
及
び
実
績

を
有
す
る
者
の
基
準
） 

第
十
条
の
十
二
の
二 

令
第
六
条
の
十
三
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
、
当
該
許
可
の
更

新
の
申
請
の
日
前
六
月
間
（
申
請
者
が
令
第
六
条
の
十
三
第
二
号
に
掲
げ

る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
従
前
の
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
許
可

を
受
け
た
日
か
ら
当
該
申
請
の
日
ま
で
の
間
）
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
し
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

と
こ
ろ
に
従
つ
て
更
新
し
て
い
る
こ
と
。 

公
表
事
項 

更
新
す
べ
き
場
合 

イ
～
へ 

（
略
） 

（
略
） 

ト 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
三

年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
、
損

益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
個

別
注
記
表 

一
年
に
一
回
以
上 
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チ
～
ヌ 

（
略
） 

（
略
） 

三
～
八 

（
略
） 

チ
～
ヌ 

（
略
） 

（
略
） 

三
～
八 

（
略
） 

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
実
施
に
関
し
優
れ
た
能
力
及
び
実
績
を

有
す
る
者
の
基
準
） 

第
十
条
の
十
六
の
二 

令
第
六
条
の
十
四
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
、
当
該
許
可
の
更

新
の
申
請
の
日
前
六
月
間
（
申
請
者
が
令
第
六
条
の
十
四
第
二
号
に
掲
げ

る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
従
前
の
法
第
十
四
条
の
四
第
六
項
の
許
可

を
受
け
た
日
か
ら
当
該
申
請
の
日
ま
で
の
間
）
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
し
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

と
こ
ろ
に
従
つ
て
更
新
し
て
い
る
こ
と
。 

公
表
事
項 

更
新
す
べ
き
場
合 

イ
～
ヌ 

（
略
） 

（
略
） 

ル 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
三

年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
、
損

益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
個

別
注
記
表 

少
な
く
と
も
定
時
株

主
総
会
で
承
認
を
受

け
、
又
は
報
告
さ
れ

た
都
度 

ヲ
～
カ 

（
略
） 

（
略
） 

三
～
八 

（
略
） 

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
実
施
に
関
し
優
れ
た
能
力
及
び
実
績
を

有
す
る
者
の
基
準
） 

第
十
条
の
十
六
の
二 

令
第
六
条
の
十
四
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
、
当
該
許
可
の
更

新
の
申
請
の
日
前
六
月
間
（
申
請
者
が
令
第
六
条
の
十
四
第
二
号
に
掲
げ

る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
従
前
の
法
第
十
四
条
の
四
第
六
項
の
許
可

を
受
け
た
日
か
ら
当
該
申
請
の
日
ま
で
の
間
）
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
し
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

と
こ
ろ
に
従
つ
て
更
新
し
て
い
る
こ
と
。 

公
表
事
項 

更
新
す
べ
き
場
合 

イ
～
ヌ 

（
略
） 

（
略
） 

ル 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
前
三

年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
、
損

益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
個

別
注
記
表 

一
年
に
一
回
以
上 

ヲ
～
カ 
（
略
） 

（
略
） 

三
～
八 
（
略
） 
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様式第七号(第十条の二関係) 

許可番号 

産業廃棄物収集運搬業許可証 

住 所                 

氏 名                 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律          の許可を受けた者であることを 

証する。 

都道府県知事             印 

（市長） 

許 可 の 年 月 日         年    月    日 

許可の有効年月日         年    月    日 

１．事業の範囲（取り扱う産業廃棄物の種類（当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使

用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。）及び積替え

又は保管を行うかどうかを明らかにすること） 

２．積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとの積替え又は保

管を行う産業廃棄物の種類（当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄

物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。）、積替えのための保管上限

及び積み上げることができる高さ 

３．許可の条件 

４．許可の更新又は変更の状況 

年   月   日     （内 容） 

５．積替え許可の有無   有・無 

（積替え許可を有している場合においては、市名及び許可番号を記載すること。）      

     市名             許可番号 

６．規則第９条の２第６項の規定による許可証の提出の有無   有・無 

備考 

 市長が交付する許可証については、積替え許可の有無の記載は不要とすること。 

                              （日本工業規格 Ａ列４番） 

第 14条 第 １ 項 

第14条の２第１項  

 

様式第七号(第十条の二関係) 

許可番号 

産業廃棄物収集運搬業許可証 

住 所                 

氏 名                 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律          の許可を受けた者であることを 

証する。 

都道府県知事             印 

（市長） 

許 可 の 年 月 日         年    月    日 

許可の有効年月日         年    月    日 

１．事業の範囲（取り扱う産業廃棄物の種類（当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使

用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。）及び積替え

又は保管を行うかどうかを明らかにすること） 

２．積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとの積替え又は保

管を行う産業廃棄物の種類（当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄

物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。）、積替えのための保管上限

及び積み上げることができる高さ 

３．許可の条件 

４．許可の更新又は変更の状況 

年   月   日     （内 容） 

５．積替え許可の有無   有・無 

（積替え許可を有している場合においては、市名及び許可番号を記載すること。）      

     市名             許可番号 

６．規則第９条の２第５項の規定による許可証の提出の有無   有・無 

備考 

 市長が交付する許可証については、積替え許可の有無の記載は不要とすること。 

                              （日本工業規格 Ａ列４番） 

第 14条 第 １ 項 

第14条の２第１項  

 

様式第七号の二(第十条の二関係) 

許可番号 

産業廃棄物収集運搬業許可証 

住 所                 

氏 名                 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律          の許可を受けた者であることを 

証する。 

都道府県知事             印 

（市長） 

許 可 の 年 月 日         年    月    日 

許可の有効年月日         年    月    日 

１．事業の範囲（取り扱う産業廃棄物の種類（当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使

用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。）及び積替え

又は保管を行うかどうかを明らかにすること） 

２．積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとの積替え又は保

管を行う産業廃棄物の種類（当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄

物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。）、積替えのための保管上限

及び積み上げることができる高さ 

３．許可の条件 

４．許可の更新又は変更の状況 

年   月   日     （内 容） 

５．積替え許可の有無   有・無 

（積替え許可を有している場合においては、市名及び許可番号を記載すること。）      

     市名             許可番号 

６．規則第９条の２第６項の規定による許可証の提出の有無   有・無 

備考 

 市長が交付する許可証については、積替え許可の有無の記載は不要とすること。 

                              （日本工業規格 Ａ列４番） 

 優 

良 

第 14条 第 １ 項 

第14条の２第１項  

 

様式第七号の二(第十条の二関係) 

許可番号 

産業廃棄物収集運搬業許可証 

住 所                 

氏 名                 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律          の許可を受けた者であることを 

証する。 

都道府県知事             印 

（市長） 

許 可 の 年 月 日         年    月    日 

許可の有効年月日         年    月    日 

１．事業の範囲（取り扱う産業廃棄物の種類（当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使

用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。）及び積替え

又は保管を行うかどうかを明らかにすること） 

２．積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとの積替え又は保

管を行う産業廃棄物の種類（当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄

物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。）、積替えのための保管上限

及び積み上げることができる高さ 

３．許可の条件 

４．許可の更新又は変更の状況 

年   月   日     （内 容） 

５．積替え許可の有無   有・無 

（積替え許可を有している場合においては、市名及び許可番号を記載すること。）      

     市名             許可番号 

６．規則第９条の２第５項の規定による許可証の提出の有無   有・無 

備考 

 市長が交付する許可証については、積替え許可の有無の記載は不要とすること。 

                              （日本工業規格 Ａ列４番） 

 優 

良 

第 14条 第 １ 項 

第14条の２第１項  
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附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


